
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

令和７年　２月１４日改訂
令和元年１０月１１日 　 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

Ｗｉ－ＦｉでＯＮ／ＯＦＦできるＡＣプラグソケットを

有する配線器具 

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

プラグとソケットを備えた製品で、コンセントに挿して使用する。スマートフ

ォンにインストールしたアプリよりＷｉ－Ｆｉ経由で信号を受信し、内部のリレ

ーによりそれぞれのソケットで電源のＯＮ／ＯＦＦを行う。

○構造、仕様、意匠

１つの電源接続用差込み刃と１つまたは２つの刃受け口を有し、Ｗｉ－Ｆｉ受

信回路、リレーが組み込まれている。 

定格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１５Ａ、１５００Ｗ 

通信規格：ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ 

○主な使用者、販売先

一般消費者

２ 対象・非対象の解釈 

特定電気用品のうち、配線器具の「その他の差込み接続器」として取り扱う。 

（理由） 

点滅器に刃受けが装着されているものであり、電子回路が搭載されていることか

ら、通信回線を利用した遠隔操作機構を有する「その他の差込み接続器」で対象と

して取り扱うことが妥当と判断する。（施行令別表第一 三（４）及び「電気用品

の範囲等の解釈について」Ⅰ二３．３（５）参照。） 

ただし、赤外線及び電力線搬送波以外の通信回線を利用した遠隔操作機構を有す

るものなので、旧解釈別表第四１（２）ロのただし書きの危険が生ずるおそれのな

い構造でなければならない。 




